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　　 対象地区 回収日
一本木沢、一本木沢一・二丁目、ひがしの一・二丁目、元町西
一～六丁目、元町東一～五丁目、上平、下平（稲生団地除く）、
北平、千歳森、七郷、南平、長根尻、後野、井戸頭、北斗、藤高

10 月 11 日㈫
～

13 日㈭

稲生町、東一～三番町、東十一～十三番町、東二十一～二十四番町、
西一～三番町、西十一～十三番町、西二十一～二十三番町、里ノ沢、
牛泊、しらかば団地、八郷、本金崎、西金崎、稲生団地

10 月 17 日㈪
～

20 日㈭

穂並町、東四～六番町、東十四～十六番町、西四～六番町、西
十四～十六番町、並木西、西小稲、日の出町、朝日ヶ丘、一本木、
白上中通り、小林

10 月 24 日㈪
～

26 日㈬

令和４年度　秋の側溝清掃　土砂・汚泥回収日程
問まちづくり支援課☎51-6726

▶収集車は各通りを一度だけ回収します。泥上げは必ずそれぞれの回収日初日の
前日までに終わらせてください。
▶空き缶、空き瓶、紙、プラスチック類のごみは可能な限り除去し、落ち葉と土
砂はより分けてください。
▶落ち葉や雑草などは、燃えるごみのごみ袋に入れて、別途処分してください。
▶土砂・汚泥は、ある程度の大きさ（高さ 30㎝の円すい型）にまとめて置いて
ください（電柱の脇は死角になります）。また、交差点からは５m以上離して置
いてください。
▶土砂・汚泥は草の上に置かず、アスファルトなどの平坦な道路脇の見えやすく
分かりやすい場所に置いてください。また、段ボールや肥料袋に入れないでください。
▶国道・県道の清掃を実施する町内会は、　国・県に回収を依頼しますので、事前
にまちづくり支援課までご連絡ください。
▶期間外の清掃については回収できません。余裕をもって清掃活動を実施してく
ださい。毎年、回収日の間違いが見られますので、再度日程をご確認ください。

女性のための無料法律相談

　法律に関する問題について、女
性弁護士がアドバイスします。
とき　11 月 15 日㈫　午後１時～
３時（１人 30 分程度）
ところ　市役所本館２階会議室１
定員　３人（先着順）
受付時間　午前９時～午後４時
（水曜日を除く）
※電話予約が必要です。
※弁護士への相談がスムーズにで
きるよう、予約受付時に簡単に相
談内容を伺います。
問青森県男女共同参画センター

相談室☎ 017-732-1022

「所有者不明土地」の解消へ
不動産に関するルールが大きく
変わります

変更内容　▶相続により取得した
土地所有権の国庫への帰属に関す
る制度の新設▶相続登記の申請義
務化など
※詳しくは法務省ホームページをご
覧になるか、お問い合わせください。
問青森地方法務局
☎017-776-6231（自動音声案内４番）

法務省　所有者不明 検索

　　　申請手続きはお済みですか？
　　　「農業資材等高騰対策事業
　　　継続給付金」

対象　次の❶～❸を全て満たす個
人または法人
❶市内に住所（法人の場合は事務
所）を有し、申請時点で農業経営
を行っていること
❷直近の確定申告または市・県民
税申告（法人の場合は法人市民税
の確定申告）をしており、農業収
入額が 10 万円以上であること
❸令和3年度の市税等の滞納がな
いこと
給付額　農業収入額に応じて2万
5千円～ 10 万円
※給付金の対象になると思われる
個人・法人へは、案内を発送して
います。
申請に必要なもの
個人：直近の確定申告書または住
民税申告書の写し、認め印
法人：直近事業年度分の法人市民
税確定申告書、決算書、定款の写し、
代表者印
共通：申請者名義の通帳
※必要に応じ追加で書類提出を求
めることがあります。
詳しくはお問い合わせください。
問農林畜産課☎ 51-6741

１０月 3１ 日
まで！！

１０月 3１ 日
まで！！

　　　申請手続きはお済みですか？
　　　「燃料費高騰対策事業継続
　　　給付金」

　原油価格高騰の影響を受けてい
る運送事業者などに対して、給付
金を支給しています。対象となる
事業者などはお早めに手続きをお
願いします。
※要件など詳しくは、市ホーム
ページまたはＱＲコードからご覧
ください。
問商工観光課☎ 51-6771

申し込みは
こちらから▶

　　　
農地を耕作および農業用施設を使用・管理している人へ
大雨や地震により農地や農業用施設に被害を受けた場合、
災害復旧事業の対象となる場合があります

　大雨や地震により農地や農業用施設（頭首工・用排水路・農業用道路な
ど）に被害を受けた場合、災害復旧事業の対象となる場合があります。
　申請には、日常の維持管理・点検などを行っている状況の写真と日報が必
須です。日頃から写真と日報を整理しておくとともに、災害発生時にはおお
むね７日以内に申請してください。
災害復旧事業の対象となる要件　【降雨】24 時間雨量 80㎜以上または時間雨
量 20㎜以上

問農林畜産課☎ 51-6736


